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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　神経変性眼疾患に罹患している対象の治療における使用のための有効な量のプリドピジ
ンまたは薬学的に許容されるその塩。
【請求項２】
　前記プリドピジンが、前記対象において前記神経変性眼疾患の症状を軽減または抑制す
るのに有効である、請求項１に記載の使用のためのプリドピジンまたは薬学的に許容され
るその塩。
【請求項３】
　前記神経変性眼疾患が、緑内障、加齢黄斑変性、視神経症、および色素性網膜炎からな
る群から選択される、請求項１または２に記載の使用のためのプリドピジンまたは薬学的
に許容されるその塩。
【請求項４】
　前記神経変性眼疾患が、滲出型加齢黄斑変性（「滲出型ＡＭＤ」）または萎縮型加齢黄
斑変性（「萎縮型ＡＭＤ」）である、請求項３に記載の使用のためのプリドピジンまたは
薬学的に許容されるその塩。
【請求項５】
　前記神経変性眼疾患が、レーバー遺伝性視神経症である、請求項３に記載の使用のため
のプリドピジンまたは薬学的に許容されるその塩。
【請求項６】
　前記神経変性眼疾患が、緑内障である、請求項３に記載の使用のためのプリドピジンま
たは薬学的に許容されるその塩。
【請求項７】
　前記症状が、網膜神経節細胞損傷または網膜神経節細胞消失である、請求項２から６の
いずれか一項に記載の使用のためのプリドピジンまたは薬学的に許容されるその塩。
【請求項８】
　前記量のプリドピジンが、前記対象において網膜神経節細胞消失または損傷を軽減また
は予防するのに有効である、請求項１から７のいずれか一項に記載の使用のためのプリド
ピジンまたは薬学的に許容されるその塩。
【請求項９】
　前記網膜神経節細胞消失が、少なくとも１０％、少なくとも２０％、少なくとも３０％
、少なくとも４０％、または少なくとも５０％軽減される、請求項８に記載の使用のため
のプリドピジンまたは薬学的に許容されるその塩。
【請求項１０】
　前記網膜神経節細胞消失が、５０％を超えて、６０％を超えて、７０％を超えて、また
は８０％を超えて軽減される、請求項８に記載の使用のためのプリドピジンまたは薬学的
に許容されるその塩。
【請求項１１】
　前記量のプリドピジンが、対象において網膜神経節細胞生存度を向上させるのに有効で
ある、請求項１から１０のいずれか一項に記載の使用のためのプリドピジンまたは薬学的
に許容されるその塩。
【請求項１２】
　前記量のプリドピジンが、前記対象において、網膜神経節細胞を細胞死から保護するの
に有効である、請求項１から１１のいずれか一項に記載の使用のためのプリドピジンまた
は薬学的に許容されるその塩。
【請求項１３】
　前記細胞死が、眼内圧の上昇によって誘導される、請求項１２のいずれか一項に記載の
使用のためのプリドピジンまたは薬学的に許容されるその塩。
【請求項１４】
　治療が、前記対象において前記神経変性眼疾患の進行を遅くすることを含む、請求項１
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から１３のいずれか一項に記載の使用のためのプリドピジンまたは薬学的に許容されるそ
の塩。
【請求項１５】
　治療が、緑内障に罹患している対象において、視野喪失が失明へと進行するのを遅くす
ることを含む、請求項１から１４のいずれか一項に記載の使用のためのプリドピジンまた
は薬学的に許容されるその塩。
【請求項１６】
　治療が、緑内障に罹患している対象において失明を予防することを含む、請求項１から
１５のいずれか一項に記載の使用のためのプリドピジンまたは薬学的に許容されるその塩
。
【請求項１７】
　前記治療が、前記対象において軸索変性を軽減することを含む、請求項１から１６のい
ずれか一項に記載の使用のためのプリドピジンまたは薬学的に許容されるその塩。
【請求項１８】
　プリドピジンが、プリドピジン塩酸塩である、請求項１から１７のいずれか一項に記載
の使用のためのプリドピジンまたは薬学的に許容されるその塩。
【請求項１９】
　前記プリドピジンが、全身投与によって投与される、請求項１から１８のいずれか一項
に記載の使用のためのプリドピジンまたは薬学的に許容されるその塩。
【請求項２０】
　前記プリドピジンが、経口投与によって投与される、請求項１９に記載の使用のための
プリドピジンまたは薬学的に許容されるその塩。
【請求項２１】
　前記プリドピジンが、エアロゾル、吸入可能な粉末、注射剤、液体、ゲル、固体、カプ
セル剤、または錠剤の形態で投与される、請求項１９または２０に記載の使用のためのプ
リドピジンまたは薬学的に許容されるその塩。
【請求項２２】
　前記プリドピジンが、眼への局所投与によって投与される、請求項１から１８のいずれ
か一項に記載の使用のためのプリドピジンまたは薬学的に許容されるその塩。
【請求項２３】
　前記プリドピジンが、局部投与によって投与される、請求項２２に記載の使用のための
プリドピジンまたは薬学的に許容されるその塩。
【請求項２４】
　前記プリドピジンが、眼内、眼周囲、または眼投与によって、好ましくは、結膜への点
眼液適用によって投与される、請求項２２または２３に記載の使用のためのプリドピジン
または薬学的に許容されるその塩。
【請求項２５】
　前記プリドピジンが、液体、ゲル、クリーム、またはコンタクトレンズの形態で投与さ
れる、請求項２２から２４のいずれか一項に記載の使用のためのプリドピジンまたは薬学
的に許容されるその塩。
【請求項２６】
　前記プリドピジンが、点眼液、眼内蓄積注射、眼科ゲル、結膜に挿入された錠剤、また
はプリドピジンが充填されたレンズの形態で投与される、請求項２２から２５のいずれか
一項に記載の使用のためのプリドピジンまたは薬学的に許容されるその塩。
【請求項２７】
　投与されるプリドピジンの量が、２２．５ｍｇ／日～３１５ｍｇ／日、９０ｍｇ／日～
３１５ｍｇ／日、９０ｍｇ／日～２５０ｍｇ／日、または９０ｍｇ／日～１８０ｍｇ／日
である、請求項１９から２１のいずれか一項に記載の使用のためのプリドピジンまたは薬
学的に許容されるその塩。
【請求項２８】
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　投与されるプリドピジンの量が、約２２．５ｍｇ／日、約４５ｍｇ／日、約６７．５ｍ
ｇ／日、約９０ｍｇ／日、約１００ｍｇ／日、約１１２．５ｍｇ／日、約１２５ｍｇ／日
、約１３５ｍｇ／日、約１５０ｍｇ／日、約１８０ｍｇ／日、約２００ｍｇ／日、約２５
０ｍｇ／日、または約３１５ｍｇ／日である、請求項１９から２１のいずれか一項に記載
の使用のためのプリドピジンまたは薬学的に許容されるその塩。
【請求項２９】
　１用量で投与されるプリドピジンの量が、約２２．５ｍｇ、約４５ｍｇ、約６７．５ｍ
ｇ、約９０ｍｇ、約１００ｍｇ、約１１２．５ｍｇ、約１２５ｍｇ、約１３５ｍｇ、約１
５０ｍｇ、約１８０ｍｇ、約２００ｍｇ、約２５０ｍｇ、または約３１５ｍｇである、請
求項１９から２１のいずれか一項に記載の使用のためのプリドピジンまたは薬学的に許容
されるその塩。
【請求項３０】
　投与されるプリドピジンの量が、０．１ｍｇ／日～５０ｍｇ／日または０．２ｍｇ／日
～２０ｍｇ／日である、請求項２２から２６のいずれか一項に記載の使用のためのプリド
ピジンまたは薬学的に許容されるその塩。
【請求項３１】
　１用量で投与されるプリドピジンの量が、０．１ｍｇ～５０ｍｇまたは０．２ｍｇ～２
０ｍｇである、請求項２２から２６のいずれか一項に記載の使用のためのプリドピジンま
たは薬学的に許容されるその塩。
【請求項３２】
　前記プリドピジンが、定期的に投与される、請求項１から３１のいずれか一項に記載の
使用のためのプリドピジンまたは薬学的に許容されるその塩。
【請求項３３】
　プリドピジンが、１日１回、または１日１回より高い頻度で、または１日１回より低い
頻度で投与される、請求項３２に記載の使用のためのプリドピジンまたは薬学的に許容さ
れるその塩。
【請求項３４】
　プリドピジンが、１日２回または１日３回投与される、請求項３２に記載の使用のため
のプリドピジンまたは薬学的に許容されるその塩。
【請求項３５】
　プリドピジンが、１日おきに、または週１回投与される、請求項３２に記載の使用のた
めのプリドピジンまたは薬学的に許容されるその塩。
【請求項３６】
　プリドピジンの定期的な投与が、少なくとも３日、３０日を超えて、４２日を超えて、
８週間以上、少なくとも１２週間、少なくとも２４週間、２４週間を超えて、６か月以上
、１２か月を超えて、１８か月を超えて、または２４か月を超えて継続される、請求項３
２から３５のいずれか一項に記載の使用のためのプリドピジンまたは薬学的に許容される
その塩。
【請求項３７】
　前記対象が、ヒト患者である、請求項１から３６のいずれか一項に記載の使用のための
プリドピジンまたは薬学的に許容されるその塩。
【請求項３８】
　前記対象に、前記神経変性眼疾患治療のための第２の薬剤をさらに含む、請求項１から
３７のいずれか一項に記載の使用のためのプリドピジンまたは薬学的に許容されるその塩
。
【請求項３９】
　前記第２の薬剤が、βアドレナリン拮抗薬、アドレナリン作動薬、副交感神経作動薬、
プロスタグランジン類似体、または炭酸脱水酵素阻害薬である、請求項３８に記載の使用
のためのプリドピジンまたは薬学的に許容されるその塩。
【請求項４０】
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　前記第２の薬剤が、対象において眼内圧の上昇を軽減する、請求項３８に記載の使用の
ためのプリドピジンまたは薬学的に許容されるその塩。
【請求項４１】
　前記第２の薬剤が、プロスタグランジン作動薬、ベータ遮断薬、炭酸脱水酵素阻害薬、
アルファ作動薬、またはこれらの組合せである、請求項４０に記載の使用のためのプリド
ピジンまたは薬学的に許容されるその塩。
【請求項４２】
　前記第２の薬剤が、ラタノプロスト、ビマトプロスト、トラボプロスト点眼液、ウノプ
ロストン点眼液、タフルプロスト、ベタキソロール点眼液、カルテオロール、チモロール
、レボブノロール、メチプラノロール、ドルゾラミド、ブリンゾラミド、アセタゾラミド
、メタゾラミド、ブリモニジン、アプラクロニジン、またはこれらの組合せである、請求
項４０に記載の使用のためのプリドピジンまたは薬学的に許容されるその塩。
【請求項４３】
　前記対象に、プリドピジンと前記第２の薬剤とを含む用量固定複合剤が投与される、請
求項３８から４２のいずれか一項に記載の使用のためのプリドピジンまたは薬学的に許容
されるその塩。
【請求項４４】
　神経変性眼疾患に罹患している対象の治療において使用するための、所定量のプリドピ
ジンまたは薬学的に許容されるその塩を含む医薬組成物。
【請求項４５】
　神経変性眼疾患の前記治療のための所定量の第２の薬剤をさらに含む、請求項４４に記
載の医薬組成物。
【請求項４６】
　前記プリドピジンおよび前記第２の薬剤が、同時に、同時期に、または付随的に投与さ
れるように調製されている、請求項４５に記載の医薬組成物。
【請求項４７】
　神経変性眼疾患に罹患している対象の治療において、付加療法として、または神経変性
眼疾患の前記治療のための第２の薬剤と組み合わせて使用するための、所定量のプリドピ
ジンまたは薬学的に許容されるその塩を含む医薬組成物。
【請求項４８】
　前記医薬組成物中の前記量のプリドピジンが、約２２．５ｍｇ、約４５ｍｇ、約６７．
５ｍｇ、約９０ｍｇ、約１００ｍｇ、約１１２．５ｍｇ、約１２５ｍｇ、約１３５ｍｇ、
約１５０ｍｇ、約１８０ｍｇ、約２００ｍｇ、約２５０ｍｇ、または約３１５ｍｇである
、請求項４４から４７のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項４９】
　前記医薬組成物中の前記量のプリドピジンが、０．１ｍｇ～５０ｍｇ、または０．２ｍ
ｇ～２０ｍｇである、請求項４４から４７のいずれか一項に記載の医薬組成物。
【請求項５０】
　所定量のプリドピジンまたは薬学的に許容されるその塩と、眼への投与に適する薬学的
に許容される賦形剤とを含む眼科用医薬組成物。
【請求項５１】
　前記神経変性眼疾患の前記治療のための第２の薬剤をさらに含む、請求項５０に記載の
眼科用医薬組成物。
【請求項５２】
　前記眼科用医薬組成物中のプリドピジンの前記量が、０．１ｍｇ～５０ｍｇである、請
求項５０または５１に記載の眼科用医薬組成物。
【請求項５３】
　前記眼科用医薬組成物中のプリドピジンの濃度が０．０００１～１０．０ｗ／ｖ％であ
る、請求項５０から５２のいずれか一項に記載の眼科用医薬組成物。
【請求項５４】
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　神経変性眼疾患の治療において使用するための、請求項５０から５３のいずれか一項に
記載の眼科用医薬組成物。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１６４】
　上で列記した例のいずれにおいても、プリドピジンは、局所的に、すなわち点眼液によ
って眼に直接投与してもよく、類似した結果が得られる。
　以下に、本願の出願当初の請求項を実施の態様として付記する。
［１］　神経変性眼疾患に罹患している対象を治療する方法であって、前記対象に、前記
対象を治療するのに有効な量のプリドピジンを投与することを含む方法。
［２］　プリドピジンの前記投与が、前記対象において前記神経変性眼疾患の症状を軽減
または抑制するのに有効である、［１］に記載の方法。
［３］　前記神経変性眼疾患が、緑内障、加齢黄斑変性、視神経症、および色素性網膜炎
からなる群から選択される、［１］または［２］に記載の方法。
［４］　前記神経変性眼疾患が、滲出型加齢黄斑変性（「滲出型ＡＭＤ」）または萎縮型
加齢黄斑変性（「萎縮型ＡＭＤ」）である、［３］に記載の方法。
［５］　前記神経変性眼疾患が、レーバー遺伝性視神経症である、［３］に記載の方法。
［６］　前記神経変性眼疾患が、緑内障である、［３］に記載の方法。
［７］　前記症状が、網膜神経節細胞損傷または網膜神経節細胞消失である、［２］から
［６］のいずれかに記載の方法。
［８］　前記量のプリドピジンが、前記対象において網膜神経節細胞消失または損傷を軽
減または予防するのに有効である、［１］から［７］のいずれかに記載の方法。
［９］　前記網膜神経節細胞消失が、少なくとも１０％、少なくとも２０％、少なくとも
３０％、少なくとも４０％、または少なくとも５０％軽減される、［８］に記載の方法。
［１０］　前記網膜神経節細胞消失が、５０％を超えて、６０％を超えて、７０％を超え
て、または８０％を超えて軽減される、［８］に記載の方法。
［１１］　前記量のプリドピジンが、対象において網膜神経節細胞生存度を向上させるの
に有効である、［１］から［１０］のいずれかに記載の方法。
［１２］　前記量のプリドピジンが、前記対象において、網膜神経節細胞を細胞死から保
護するのに有効である、［１］から［１１］のいずれかに記載の方法。
［１３］　前記細胞死が、眼内圧の上昇によって誘導される、［１２］のいずれかに記載
の方法。
［１４］　治療が、前記対象において前記神経変性眼疾患の進行を遅くすることを含む、
［１］から［１３］のいずれかに記載の方法。
［１５］　治療が、緑内障に罹患している対象において、視野喪失が失明へと進行するの
を遅くすることを含む、［１］から［１４］のいずれかに記載の方法。
［１６］　治療が、緑内障に罹患している対象において失明を予防することを含む、［１
］から［１５］のいずれかに記載の方法。
［１７］　前記治療が、前記対象において軸索変性を軽減することを含む、［１］から［
１６］のいずれかに記載の方法。
［１８］　プリドピジンが、プリドピジン塩酸塩である、［１］から［１７］のいずれか
に記載の方法。
［１９］　前記プリドピジンが、全身投与によって投与される、［１］から［１８］のい
ずれかに記載の方法。
［２０］　前記プリドピジンが、経口投与によって投与される、［１９］に記載の方法。
［２１］　前記プリドピジンが、エアロゾル、吸入可能な粉末、注射剤、液体、ゲル、固
体、カプセル剤、または錠剤の形態で投与される、［１９］または［２０］に記載の方法
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。
［２２］　前記プリドピジンが、眼への局所投与によって投与される、［１］から［１８
］のいずれかに記載の方法。
［２３］　前記プリドピジンが、局部投与によって投与される、［２２］に記載の方法。
［２４］　前記プリドピジンが、眼内、眼周囲、または眼投与によって、好ましくは、結
膜への点眼液適用によって投与される、［２２］または［２３］に記載の方法。
［２５］　前記プリドピジンが、液体、ゲル、クリーム、またはコンタクトレンズの形態
で投与される、［２２］から［２４］のいずれかに記載の方法。
［２６］　前記プリドピジンが、点眼液、眼内蓄積注射、眼科ゲル、結膜に挿入された錠
剤、またはプリドピジンが充填されたレンズの形態で投与される、［２２］から［２５］
のいずれかに記載の方法。
［２７］　投与されるプリドピジンの量が、２２．５ｍｇ／日～３１５ｍｇ／日、９０ｍ
ｇ／日～３１５ｍｇ／日、９０ｍｇ／日～２５０ｍｇ／日、または９０ｍｇ／日～１８０
ｍｇ／日である、［１９］から［２１］のいずれかに記載の方法。
［２８］　投与されるプリドピジンの量が、約２２．５ｍｇ／日、約４５ｍｇ／日、約６
７．５ｍｇ／日、約９０ｍｇ／日、約１００ｍｇ／日、約１１２．５ｍｇ／日、約１２５
ｍｇ／日、約１３５ｍｇ／日、約１５０ｍｇ／日、約１８０ｍｇ／日、約２００ｍｇ／日
、約２５０ｍｇ／日、または約３１５ｍｇ／日である、［１９］から［２１］のいずれか
に記載の方法。
［２９］　１用量で投与されるプリドピジンの量が、約２２．５ｍｇ、約４５ｍｇ、約６
７．５ｍｇ、約９０ｍｇ、約１００ｍｇ、約１１２．５ｍｇ、約１２５ｍｇ、約１３５ｍ
ｇ、約１５０ｍｇ、約１８０ｍｇ、約２００ｍｇ、約２５０ｍｇ、または約３１５ｍｇで
ある、［１９］から［２１］のいずれかに記載の方法。
［３０］　投与されるプリドピジンの量が、０．１ｍｇ／日～５０ｍｇ／日または０．２
ｍｇ／日～２０ｍｇ／日である、［２２］から［２６］のいずれかに記載の方法。
［３１］　１用量で投与されるプリドピジンの量が、０．１ｍｇ～５０ｍｇまたは０．２
ｍｇ～２０ｍｇである、［２２］から［２６］のいずれかに記載の方法。
［３２］　前記プリドピジンが、定期的に投与される、［１］から［３１］のいずれかに
記載の方法。
［３３］　プリドピジンが、１日１回投与される、［３２］に記載の方法。
［３４］　プリドピジンが、１日１回より高い頻度で、または１日１回より低い頻度で投
与される、［３２］に記載の方法。
［３５］　プリドピジンが、１日２回または１日３回投与される、［３２］に記載の方法
。
［３６］　プリドピジンが、１日おきに、または週１回投与される、［３２］に記載の方
法。
［３７］　プリドピジンの定期的な投与が、少なくとも３日、３０日を超えて、４２日を
超えて、８週間以上、少なくとも１２週間、少なくとも２４週間、２４週間を超えて、６
か月以上、１２か月を超えて、１８か月を超えて、または２４か月を超えて継続される、
［３２］から［３６］のいずれかに記載の方法。
［３８］　前記対象が、ヒト患者である、［１］から［３７］のいずれかに記載の方法。
［３９］　前記対象に、前記神経変性眼疾患治療のための第２の薬剤を投与することをさ
らに含む、［１］から［３８］のいずれかに記載の方法。
［４０］　前記第２の薬剤が、βアドレナリン拮抗薬、アドレナリン作動薬、副交感神経
作動薬、プロスタグランジン類似体、または炭酸脱水酵素阻害薬である、［３９］に記載
の方法。
［４１］　前記第２の薬剤が、対象において眼内圧の上昇を軽減する、［３９］に記載の
方法。
［４２］　前記第２の薬剤が、プロスタグランジン作動薬、ベータ遮断薬、炭酸脱水酵素
阻害薬、アルファ作動薬、またはこれらの組合せである、［４１］に記載の方法。



(8) JP 2019-507758 A5 2020.3.26

［４３］　前記第２の薬剤が、ラタノプロスト、ビマトプロスト、トラボプロスト点眼液
、ウノプロストン点眼液、タフルプロスト、ベタキソロール点眼液、カルテオロール、チ
モロール、レボブノロール、メチプラノロール、ドルゾラミド、ブリンゾラミド、アセタ
ゾラミド、メタゾラミド、ブリモニジン、アプラクロニジン、またはこれらの組合せであ
る、［４１］に記載の方法。
［４４］　前記対象に、プリドピジンと前記第２の薬剤とを含む用量固定複合剤が投与さ
れる、［３９］から［４３］のいずれかに記載の方法。
［４５］　ａ）所定量のプリドピジンを含む第１の医薬組成物と、
　ｂ）神経変性眼疾患に罹患している対象を治療するための医薬組成物の使用についての
説明書と
を含むパッケージ。
［４６］　神経変性眼疾患の前記治療のための所定量の第２の薬剤を含む第２の医薬組成
物をさらに含み、前記説明書が、神経変性眼疾患に罹患している対象を治療するために前
記第１と第２の医薬組成物を一緒に使用することを規定する、［４５］に記載のパッケー
ジ。
［４７］　前記量のプリドピジンおよび前記量の前記第２の薬剤が、同時に、同時期に、
または付随的に投与されるように調製されている、［４６］に記載のパッケージ。
［４８］　神経変性眼疾患に罹患している対象に投薬するための、または投薬で使用する
ための治療用パッケージであって、
　ａ）それぞれ所定量のプリドピジンを含む１以上の単位用量であって、前記単位用量中
の前記量の前記プリドピジンは、前記対象に投与されると、前記対象を治療するのに有効
である、単位用量と
　ｂ）１または複数の前記単位用量を収容するための完成した医薬品容器であって、前記
容器は、前記対象の治療における前記パッケージの使用を指示する表示をさらに含有する
または含む、医薬品容器と
を含む、治療用パッケージ。
［４９］　前記神経変性眼疾患の前記治療のための所定量の第２の薬剤をさらに含み、前
記単位用量中のそれぞれの量の前記プリドピジンおよび前記神経変性眼疾患の前記治療の
ための前記第２の薬剤が、前記対象に付随的に投与されると、前記対象を治療するのに有
効である、［４８］に記載の治療用パッケージ。
［５０］　神経変性眼疾患に罹患した対象を治療するための、所定量のプリドピジンを含
む医薬組成物。
［５１］　神経変性眼疾患に罹患している対象の治療において使用するための、所定量の
プリドピジンを含む医薬組成物。
［５２］　神経変性眼疾患の前記治療のための所定量の第２の薬剤をさらに含む、［５１
］に記載の医薬組成物。
［５３］　前記プリドピジンおよび前記第２の薬剤が、同時に、同時期に、または付随的
に投与されるように調製されている、［５２］に記載の医薬組成物。
［５４］　神経変性眼疾患の前記治療のための第２の薬剤を含む医薬組成物と共に併用療
法で使用するための、プリドピジンを含む医薬組成物。
［５５］　神経変性眼疾患に罹患している対象の治療において、付加療法として、または
神経変性眼疾患の前記治療のための第２の薬剤と組み合わせて使用するための、所定量の
プリドピジンを含む医薬組成物。
［５６］　前記医薬組成物中の前記量のプリドピジンが、約２２．５ｍｇ、約４５ｍｇ、
約６７．５ｍｇ、約９０ｍｇ、約１００ｍｇ、約１１２．５ｍｇ、約１２５ｍｇ、約１３
５ｍｇ、約１５０ｍｇ、約１８０ｍｇ、約２００ｍｇ、約２５０ｍｇ、または約３１５ｍ
ｇである、［５０］から［５５］のいずれかに記載の医薬組成物。
［５７］　前記医薬組成物中の前記量のプリドピジンが、０．１ｍｇ～５０ｍｇ、または
０．２ｍｇ～２０ｍｇである、［５０］から［５５］のいずれかに記載の医薬組成物。
［５８］　神経変性眼疾患に罹患している対象の治療において有用な、所定量のプリドピ
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ジンまたは薬学的に許容されるその塩を含む単位剤形としての医薬組成物であって、前記
組成物中の前記量の前記プリドピジンが、前記対象に１以上の前記単位剤形の前記組成物
が投与されると、前記対象を治療するのに有効である、医薬組成物。
［５９］　所定量のプリドピジンと、眼への投与に適する薬学的に許容される賦形剤とを
含む眼科用医薬組成物。
［６０］　前記神経変性眼疾患の前記治療のための第２の薬剤をさらに含む、［５９］に
記載の眼科用医薬組成物。
［６１］　前記眼科用医薬組成物中のプリドピジンの前記量が、０．１ｍｇ～５０ｍｇで
ある、［５９］または［６０］に記載の眼科用医薬組成物。
［６２］　前記眼科用医薬組成物が、液体の形態である、［５９］から［６１］のいずれ
かに記載の眼科用医薬組成物。
［６３］　前記眼科用医薬組成物中のプリドピジンの濃度が０．０００１～１０．０ｗ／
ｖ％である、［５９］から［６２］のいずれかに記載の眼科用医薬組成物。
［６４］　神経変性眼疾患の治療において使用するための、［５９］から［６３］のいず
れかに記載の眼科用医薬組成物。
［６５］　［５０］から［５５］および［５７］から［６４］のいずれかに記載の医薬組
成物を含む、点眼液または点眼液を含む容器。
［６６］　［１］から［１８］、［２２］から［２６］、［３０］、および［３１］のい
ずれかに記載の方法において使用するための、点眼液または点眼液を含む容器。
［６７］　神経変性眼疾患に罹患している対象の治療において使用するためのプリドピジ
ン。
［６８］　神経変性眼疾患に罹患している対象の治療において使用する医薬を製造するた
めのプリドピジン。
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